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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月1日(2014.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嗅覚機能不全を患っている対象における嗅覚機能不全の症状を処置する薬剤の製造にお
ける、所定量のＲ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容さ
れるその塩の使用であって、前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまた
は薬学的に許容されるその塩は前記対象に定期的に投与されるものである、Ｒ（＋）－Ｎ
－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその塩の使用。
【請求項２】
　前記対象が非パーキンソン病の対象である、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　嗅覚機能不全を患っている非パーキンソン病の対象における嗅覚機能不全の進行の速度
を低減するための薬剤の製造における、所定量のＲ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミ
ノインダンまたは薬学的に許容されるその塩の使用であって、前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパ
ルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその塩は前記対象に定期的に投与
されるものである、Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許
容されるその塩の使用。
【請求項４】
　非パーキンソン病の対象における嗅覚機能の喪失を阻止するための薬剤の製造における
所定量のＲ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるそ
の塩の使用であって、前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学
的に許容されるその塩は前記対象に定期的に投与されるものである、Ｒ（＋）－Ｎ－プロ
パルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその塩の使用。
【請求項５】
　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容されるその
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塩の量が１日あたり０．０１ｍｇ～５ｍｇである、請求項１～４のいずれか一項に記載の
使用。
【請求項６】
　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容されるその
塩の量が１日あたり０．５ｍｇである、請求項５に記載の使用。
【請求項７】
　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容されるその
塩の量が１日あたり２ｍｇである、請求項５に記載の使用。
【請求項８】
　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容されるその
塩の量が１日あたり１ｍｇである、請求項５に記載の使用。
【請求項９】
　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンが遊離塩基の形態で投与される、請
求項１～８のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１０】
　前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンの薬学的に許容される塩が、エ
シレート、メシレート、硫酸塩、クエン酸塩、または酒石酸塩である、請求項１～８のい
ずれか一項に記載の使用。
【請求項１１】
　前記薬学的に許容される塩がメシレート塩である、請求項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　前記薬学的に許容される塩がクエン酸塩である、請求項１０に記載の使用。
【請求項１３】
　前記嗅覚機能不全が、嗅覚脱失、部分的嗅覚脱失、嗅覚減退、嗅覚過敏、嗅覚異常、異
嗅症、および嗅覚認知不能からなる群から選択される、請求項１～１２のいずれか一項に
記載の使用。
【請求項１４】
　前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその
塩の量が、経口、非経口、直腸、または経皮製剤において調合される、請求項１～１３の
いずれか一項に記載の使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　以下に、当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　嗅覚機能不全を患っている対象における嗅覚機能不全の症状を処置する方法であ
って、
　ａ）対象が嗅覚機能不全を患っていると確認すること、および
　ｂ）そのように確認された前記対象に、前記対象を処置するのに有効な量のＲ（＋）－
Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその塩を定期的に投与
することを含む方法。
［２］　前記対象が非パーキンソン病の対象である、［１］に記載の方法。
［３］　嗅覚機能不全を患っている非パーキンソン病の対象における嗅覚機能不全の進行
の速度を低減する方法であって、前記非パーキンソン病の対象における嗅覚機能不全の進
行の速度を低減するのに有効な量のＲ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンま
たは薬学的に許容されるその塩を前記対象に定期的に投与することを含む方法。
［４］　非パーキンソン病の対象における嗅覚機能の喪失を阻止する方法であって、前記
非パーキンソン病の対象における嗅覚機能の喪失を阻止するのに有効な量のＲ（＋）－Ｎ
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－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容されるその塩を前記対象に定期
的に投与することを含む方法。
［５］　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容され
るその塩の量が１日あたり０．０１ｍｇ～５ｍｇである、［１］～［４］のいずれか一項
に記載の方法。
［６］　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容され
るその塩の量が１日あたり０．５ｍｇである、［５］に記載の方法。
［７］　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容され
るその塩の量が１日あたり２ｍｇである、［５］に記載の方法。
［８］　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは前記薬学的に許容され
るその塩の量が１日あたり１ｍｇである、［５］に記載の方法。
［９］　Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンが遊離塩基の形態で投与され
る、［１］～［８］のいずれか一項に記載の方法。
［１０］　前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンの薬学的に許容される
塩が、エシレート、メシレート、硫酸塩、クエン酸塩、または酒石酸塩である、［１］～
［８］のいずれか一項に記載の方法。
［１１］　前記薬学的に許容される塩がメシレート塩である、［１０］に記載の方法。
［１２］　前記薬学的に許容される塩がクエン酸塩である、［１０］に記載の方法。
［１３］　前記嗅覚機能不全が、嗅覚脱失、部分的嗅覚脱失、嗅覚減退、嗅覚過敏、嗅覚
異常、異嗅症、および嗅覚認知不能からなる群から選択される、［１］～［１２］のいず
れか一項に記載の方法。
［１４］　前記Ｒ（＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンまたは薬学的に許容さ
れるその塩の量が、経口、非経口、直腸、または経皮製剤において調合される、［１］～
［１３］のいずれか一項に記載の方法。
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